
検定付きはかりの禁止事項

例１）ポールの取り外し 例２）セパレートアタイプのはかりのケーブル延長

例３）計量皿の形状変更(皿の加工など)

形状の変更は出来ませんが、風袋を載せることはもちろん問題ありません

しかし、計量皿を加工して
風袋を一体型にしたり、風袋を固定する治具を設置する事は、やはり形状変更となります
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はかりに新たな構造を付加、またはその構造の一部を除去することは「改造」に当たります。

取引・証明に使用する検定付きのはかりを含む弊社製品を「改造」する行為に関して、一切の責任を負いません。

(株)エー・アンド・デイ

更に「検定銘板」や「水平器」などが見える状態になっていること、
足コマで水平を調整ができる状態になっていることも必須項目です


